
�愛媛県規則第４５号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

別表１ １の項�ウ中「３１，０００円」を「３０，０００円」に改め
、同項�イ中「２，４９８，０００円」を「２，４６８，０００円」に改め、
同表２の項�ウ中「１，０２０円」を「１，０１０円」に改め、同表
３の項ウ�の表中

円
１７，７００

円
２２，７００

円
３３，５００

円
４０，１００

円
５０，９００

円
７，４００

２９，２００ ３７，７００ ５２，７００ ６１，８００ ７７，５００ １０，６００

「

を

」

円
１７，３００

円
２２，２００

円
３２，８００

円
３９，２００

円
４９，８００

円
７，２００

２８，６００ ３６，９００ ５１，６００ ６０，５００ ７５，８００ １０，４００

「

に改

」

め、同項ウ�の表中
円

５，８００
円

７，７００
円

１１，６００
円

１４，０００
円

１８，０００
円

２，４００

９，２００ １２，２００ １７，４００ ２０，６００ ２５，９００ ３，４００

「

を

」

円
５，６００

円
７，５００

円
１１，３００

円
１３，７００

円
１７，５００

円
２，４００

９，０００ １１，９００ １７，０００ ２０，１００ ２５，３００ ３，３００

「

に改

」

め、同表６の項ウ中「５３１，０００円」を「５２５，０００円」に改め

、同表１０の項�エ�中「３，３００円」を「３，２００円」に改め、
同表１１の項イ中「１４１，１００円」を「１３８，５００円」に改める。

別表２ １の項�ア中「１７，９００円」を「１７，６００円」に改め
、同項�イ中「１２，３００円」を「１２，１００円」に改め、同項�ウ
中「１１，８００円」を「１１，６００円」に改め、同項�エ中「１７，８００
円」を「１７，４００円」に改め、同項�オ中「２１，３００円」を「２０
，９００円」に改める。
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この規則は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から 適用する。

�愛媛県告示第１０８０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０８１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０８２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県漁業取締船用燃料
軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４

２号） １リットル当たりの単価
約６６０，０００リットル

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年３月２７日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町
二丁目９番１２号

４４．１０円 一般競争入札 平成１５年２月１４日

愛媛県広報紙県民だより「さわや
か愛媛」の印刷及び配送
毎月５７３，３５０部、１２回発行

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年４月１０日
セキ株式会社
愛媛県松山市湊町七
丁目７番地１

３７，８００，０００円 一般競争入札 平成１５年２月２８日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

俊 野 昭 彦 愛媛県立北宇和病院 北宇和郡広見町大字近永
４５５－１ 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 平成１５年

４月１日

門 田 治 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 社会福祉法人恩賜財団済
生会西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６
９－１ 〃

寺 尾 孝 志 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５－
５ 〃 〃 〃

鎌 田 一 億 伊 予 病 院 伊予市八倉９０６番地５ 医療法人綮愛会石川病院 川之江市上分町７３２番地
１ 〃

中 村 貢 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大字大平１番耕
地６３８番地 木 村 脳 神 経 外 科 伊予市米湊２６６番地１ 〃

大 西 克 幸 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 二 光 ク リ ニ ッ ク 伊予郡砥部町大南４５７番
地１ 〃

石 村 政 二 宇和島社会保険病院 宇和島市賀古町２－１－
３７ い し む ら 整 形 外 科 北宇和郡広見町大字奈良

４２９８番地１
平成１５年
３月３１日

荒 木 克 之 公 立 周 桑 病 院 東予市壬生川１３１番地 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲字ヤスバ甲
５７０番地

平成１５年
３月３日

松 原 一 郎 社会福祉法人恩賜財団済
生会西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６
９－１ 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大字大平１番耕

地６３８番地
平成１５年
４月１日

末 廣 和 長 愛媛県立北宇和病院 北宇和郡広見町大字近永
４５５－１ 愛媛県立伊予三島病院 伊予三島市中之庄町１６８４

番地２ 〃

田 坂 嘉 孝 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲字ヤスバ甲
５７０番地 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 〃

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 公 立 周 桑 病 院 河 野 秀 哉 東予市壬生川１３１番地 平成
１５年３月３１日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 愛媛県立伊予三島
病院 椿 雅 光 伊予三島市中之庄町１６８４番地の２ 〃
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�������
�愛媛県告示第１０８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、中島町睦月土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�愛媛県告示第１０８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに砥部町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに砥部町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

肢 体 不 自 由 脳神経外科 医療法人綮愛会石
川病院 佐 藤 泰 仁 川之江市上分町７３２－１ 〃

〃 〃 〃 依 田 啓 司 〃 〃

聴覚、平衡、音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 愛媛大学医学部附

属病院 谷 口 昌 史 温泉郡重信町大字志津川 〃

じん臓、ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 〃 大 岡 啓 二 〃 〃

ぼうこう又は直腸機能障害 〃 財団法人積善会附
属十全総合病院 宇 埜 智 新居浜市北新町１番５号 〃

視 覚 障 害 眼 科 公立学校共済組合
四国中央病院 尾 � 知 子 川之江市川之江町２２３３番地 〃

小腸、ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 〃 小 田 浩 睦 〃 〃

〃 〃 喜多医師会病院 冨 岡 憲 明 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成
１５年４月４日

肢 体 不 自 由 脳神経外科
社会福祉法人恩賜
財団済生会西条病
院

河 田 泰 実 今治市喜田村７丁目１番６号 平成
１５年３月２７日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ砥部 伊予郡砥部町重光２３
９番地

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

・開店時刻
午前１０時

・閉店時刻
午後１０時

・開店時刻
午前９時
・閉店時刻
午前０時

平成１５年
５月１日

平成１５年
４月２２日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時３０分から
午後１０時３０分まで

午前８時３０分から
午前０時３０分まで

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 片 山 貞 彦 温泉郡中島町大字睦月２４７番地

〃 森 本 哲 一 温泉郡中島町大字睦月３４０番地

〃 田 中 治 温泉郡中島町大字睦月３４６番地

〃 楠 光 美 温泉郡中島町大字睦月２６４番地

〃 杉 田 治 郎 温泉郡中島町大字睦月１１７５番地

〃 森 本 忠 良 温泉郡中島町大字睦月１３２３番地

��������������

愛 媛 県 報平成１５年５月９日 第１４５５号

５６１



退 任

�������
�愛媛県告示第１０８５号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町上野土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

関地区）の施行を平成１５年５月１日認可した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０８６号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町上野土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・近道地区

）の施行を平成１５年５月１日認可した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０８７号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（農業用用排水施設整備事業・立間地区）の施行を

平成１５年４月２５日認可した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０８８号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、吉田町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（農業用道路整備事業・立間地区）の施行を平成１５

年４月２５日認可した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０８９号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、城川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・魚成地区）の施行

に平成１５年５月１日同意した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９０号
土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、小松町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・中ノ坪地区）の施行に平成

１５年５月１日同意した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９１号
美川村から協議のあった村営土地改良事業（ほ場整備事業

・沢渡地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

村営土地改良事業（ほ場整備事業・沢渡地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年５月１２日から６月６日まで

３ 縦覧場所

美川村役場

�������
�愛媛県告示第１０９２号
美川村から協議のあった村営土地改良事業（農業用道路整

備事業・沢渡地区）の計画の変更は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及

び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

村営土地改良事業（農業用道路整備事業・沢渡地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年５月１２日から６月６日まで

３ 縦覧場所

美川村役場

�������
�愛媛県告示第１０９３号
美川村から協議のあった村営土地改良事業（農業用用排水

施設整備事業・沢渡地区）の計画の変更は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第

〃 堀 元 俊 則 温泉郡中島町大字睦月１３１８番地２

監 事 田 村 俊 一 温泉郡中島町大字睦月２３９番地

〃 高 野 洋 介 温泉郡中島町大字睦月１３９２番地

〃 古 田 永 祥 温泉郡中島町大字睦月２６１番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 片 山 貞 彦 温泉郡中島町大字睦月２４７番地

〃 高 野 盂 温泉郡中島町大字睦月１３８３番地

〃 杉 野 敏 正 温泉郡中島町大字睦月１３５７番地

〃 片 山 正 男 温泉郡中島町大字睦月２５１番地

〃 田 村 治 久 温泉郡中島町大字睦月４０２番地

〃 大 西 憲 代 温泉郡中島町大字睦月１３４７番地

〃 田 村 昭 子 温泉郡中島町大字睦月２６３番地

監 事 渡 部 正 孝 温泉郡中島町大字睦月１３９番地

〃 細 川 彰 温泉郡中島町大字睦月４２１番地

〃 杉 田 恭 二 温泉郡中島町大字睦月１３８８番地
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５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

村営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・沢渡地

区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年５月１２日から６月６日まで

３ 縦覧場所

美川村役場

�������
�愛媛県告示第１０９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９５号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１００号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１０１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

団体営ため池等整備事業 寺前地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

基幹水利施設補修事業 道後平野	期地
区 平成１５年３月１７日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県営かんがい排水事業 佐古西地区 平成１５年３月３日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 八反地地区 平成１５年３月２日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 尾崎新池地区 平成１５年３月７日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 笠谷一ノ池地区 平成１５年３月２４日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業 湯山久米地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業 砥部２期地区 平成１５年２月２６日
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�������
�愛媛県告示第１１０３号
肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和６３年法律第９８号）第

６条第１項の規定により、指定肉用子牛価格安定基金協会を

次のように指定した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１０４号
肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和６３年法律第９８号）第

９条第１項の規定により、次の法人の指定を解除した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１０５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１５年５月９日から５月２２日まで

�������
�愛媛県告示第１１０６号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１項の

規定に基づき、深浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を

定めたいので、同条第４項の規定により、当該特定漁港漁場

整備事業計画の案を宇和島地方局産業経済部御荘水産課にお

いて告示の日から２０日間公衆の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１０７号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１０項の

規定に基づき、本浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を

変更したいので、同条第１１項において準用する同条第４項の

規定により、当該特定漁港漁場整備事業計画の変更の案を宇

和島地方局産業経済部水産課において告示の日から２０日間公

衆の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０２号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項本文の規定による平成１５年度定期種畜検査の期日、時間及び場所は

次のとおりである。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 月 日 検 査 時 間 検 査 場 所

５月２７日 １０時から１２時まで 北宇和郡広見町大字出目奥の畑２５３１番地２号 愛媛県農業協同組合連合会広見種豚増殖センター

１４時３０分から１５時３０分まで 南宇和郡一本松広見７２４番地

５月２８日 １０時から１２時まで 東宇和郡野村町大字阿下７号１５６番地 愛媛県畜産試験場

１４時から１５時まで 東宇和郡宇和町大字山田１３００番地

５月２９日 ９時３０分から１０時３０分まで 北条市八反地４９８番地 愛媛大学農学部附属農場

１３時から１５時まで 温泉郡川内町吉久６５８番地

５月３０日 ９時３０分から１０時３０分まで 新居浜市大生院戸屋の鼻１９６０番地

１１時から１２時まで 西条市玉津下島山甲５６０番地

名 称 所 在 地 指定年月日

社団法人愛媛県畜産協
会

松山市三番町五丁目８
番地１５ 平成１５年４月１日

名 称 所 在 地 指定解除年月日

社団法人愛媛県肉畜価
格安定基金協会

松山市三番町五丁目８
番地１５ 平成１５年３月３１日

��������������

愛 媛 県 報平成１５年５月９日 第１４５５号

５６４



�愛媛県告示第１１０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市庄内町六丁目４７２番１１から

同町六丁目３７４番３地先まで
平成１５年５月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 舌間八幡浜線
八幡浜市大字舌間２番耕地１１７７番３から

同大字２番耕地１１７８番２まで

旧 ６．０～７．１ ０．０３０

新 １７．５～２１．０ ０．０３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 舌間八幡浜線
八幡浜市大字舌間２番耕地１１７７番３から

同大字２番耕地１１７８番２まで
平成１５年５月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字宮野乙１３３８番４から

同字乙１３３３番４まで

旧 ５．０～７．４ ０．０７１

新 ８．６～２６．１ ０．０７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市蔵川字宮野乙１３３８番４から

同字乙１３３３番４まで
平成１５年５月９日
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�愛媛県告示第１１１５号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の

規定により、次のとおり土地区画整理組合の事業計画の変更

を認可した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可

の年月日

� 土地区画整理組合の名称

重信町田窪土地区画整理組合

� 事務所の所在地

重信町大字見奈良５３０番地１（重信町役場内）


 設立認可の年月日

平成１３年３月２７日

２ 変更認可の年月日

平成１５年５月９日

�愛媛県告示第１１１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局建（開）第３号

平成１５年４月２１日

北条市小川字弐反地甲２５３番２並びに同市小川字夏目木甲２７２番１、
甲２７３番１、甲２７４番１及び甲２７４番２

東京都千代田区内幸町２－２－３
太陽石油株式会社
代表取締役 河 井 圀 士

１５松局伊土検（開）第３号

平成１５年４月２３日
伊予郡松前町大字西高柳字天王２１６番１及び２１６番４

伊予郡松前町大字西高柳２１６番地
宇 野 弘 義

１５松局伊土検（開）第４号

平成１５年４月２４日
伊予郡松前町大字神崎字石手地９７０番５

松山市西垣生町１４５９番地３
三 原 正 己

１５西局建（開）第２号

平成１５年４月２５日

西条市神拝字二本松乙７５番７、乙７５番１０、乙７５番１１並びに同市神拝
字局乙８７番３、乙８７番７、乙９０番１、乙９０番３ないし乙９０番２７、乙
９６番１ないし乙９６番５、乙９７番１、乙９７番５ないし乙９７番１０

西条市大町６４１番地３
有限会社 うさみ土地企画
代表取締役 宇佐美 敏 晴

１５松局建（開）第４号

平成１５年４月２５日
温泉郡重信町大字牛渕字麻生分２８５番１

松山市森松町１０３５番地１
株式会社 上浮穴産業
代表取締役 西 岡 貞 夫

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町三机字御所浜乙３６６１番５から

同字乙３６８９番８まで

旧 ５．４～２１．８ ０．１０５

新 ２１．８～５４．５ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡瀬戸町三机字御所浜乙３６６１番５から

同字乙３６８９番８まで
平成１５年５月９日
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�愛媛県告示第１１１７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

川之
江第
１号

伊予三島市金子２丁目４番２３
号

うま農業協同組合 売りさばき人
伊予三島市金子２丁目４番２３号
うま農業協同組合
売りさばき所
川之江市妻鳥町１１２１番地
うま農業協同組合川之江中央支店

売りさばき人
川之江市妻鳥町１１２１番地
川之江市農業協同組合
売りさばき所
川之江市妻鳥町１１２１番地
川之江市農業協同組合

平成１５年
４月１日

川之
江第
２号

伊予三島市金子２丁目４番２３
号

うま農業協同組合 売りさばき人
伊予三島市金子２丁目４番２３号
うま農業協同組合
売りさばき所
川之江市川之江町４０６４番地
うま農業協同組合川之江支店

売りさばき人
川之江市妻鳥町１１２１番地
川之江市農業協同組合
売りさばき所
川之江市川之江町４０６４番地
川之江市農業協同組合川之江支所

平成１５年
４月１日

川之
江第
６号

伊予三島市金子２丁目４番２３
号

うま農業協同組合 売りさばき人
伊予三島市金子２丁目４番２３号
うま農業協同組合
売りさばき所
川之江市川滝町下山１８７３番地の１
うま農業協同組合川滝支店

売りさばき人
川之江市妻鳥町１１２１番地
川之江市農業協同組合
売りさばき所
川之江市川滝町下山１８７３番地の１
川之江市農業協同組合川滝支所

平成１５年
４月１日

１５西局建（開）第３号

平成１５年４月２８日
西条市中野字楠甲５０６番２

西条市中野甲５０６番地３
高 橋 規 寿

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年４月２８日 特定非営利活動法人
自然環境教育えことのは 小 林 智 子 愛媛県松山市久米窪田町４４３番

地
この法人は、現代社会に生きる人々に、我
々の社会が持続可能ではないという現状へ
の理解を促すとともに、この現状を打破す
るための方策を提示し、持続可能な社会を
次世代へ引き継ぐための役割を担うものと
する。このために、環境問題や生産消費活
動、環境教育に関する調査研究、普及啓蒙
活動、政策提言などの事業を不特定多数の
個人および団体を対象に実施し、持続可能
な社会づくりに向けたライフスタイルの確
立に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年４月３０日 特定非営利活動法人
農業で古里創りＮＰＯ 植 木 利 勝 松山市本町６丁目６番７号 この法人は、不特定多数の人々を対象に、

耕作放棄地の有効活用や過疎農村問題を中
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�公 告

公文書の公開の実施状況

平成１４年度における公文書の公開の実施状況の概要を次の

とおり公表する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

４ 公文書公開請求者等別の内訳

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

実績なし

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成１４年度における個人情報の開示等の実施状況の概要を

次のとおり公表する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 個人情報取扱事務の登録件数

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開 処 理 中

公開請求
６０９
（１６）

３２８
（１１）

１５５
（４）

１１２
（１）

８
（０）

６
（０）

公開申請
２２
（０）

１０
（０）

７
（０）

４
（０）

１
（０）

０
（０）

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下
「条例」という。）に基づく公開請求をいう。

２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有
するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県
公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事
委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛
媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以下
「要綱」という。）に基づく公開申請をいう。

３ （ ）内は、前年度末に処理中であったものの件数であり、いずれも外
数である。

（単位：件）
実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数
総 務 部 ２６ ０
企 画 情 報 部 ６ ０

知 県 民 環 境 部 ３４ １
保 健 福 祉 部 １８８ ５
経 済 労 働 部 ２６ ０

事 農 林 水 産 部 ３０ ５
土 木 部 ３８ ３
出 納 事 務 局 ０ ０

議 会 １０
公 営 企 業 管 理 者 ２ ０
教 育 委 員 会 ２０２ ６
選 挙 管 理 委 員 会 ３ ０
人 事 委 員 会 ３ ２
監 査 委 員 ４ ０
公 安 委 員 会 １
警 察 本 部 長 ３５

（単位：件）
請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

公益法人の決算書類等 １５６ ３
県立高校の安全衛生委員会記録 ６８ ０
保育士試験問題 ６４ ３
教科書採択関係文書 １９ ２
教育委員会会議録 １７ ０

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

� 県内に住所を有する者 ４１３ １８
� 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人そ

１６１ １
の他の団体


 県内の事務所又は事業所に勤務する者 ０ ０
� 県内の学校に在学する者 ０ ０
� �から�までに掲げるもののほか、実施機関が行
う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人そ
の他の団体

３５ ３

心とした、都市生活者と農村住民との交流
活動などを展開し、日本人の原点である農
村の原風景や文化、地域社会問題にも目を
向けながら、楽しい農業の出来るまちづく
りの支援活動を行うことによって、地域の
活性化を図り、公益の増進に寄与すること
を目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年４月２４日 特定非営利活動法人
痴呆症高齢者支援えひめの会 森 一 哉 松山市来住町１４５８番地４ この法人は、高齢者に対し、地域の皆様の

活力・能力を生かした多様な支援活動を展
開するとともに、少子高齢化・核家族化社
会を背景とした老人の痴呆に関する様々な
課題の解決に向けて現状の調査研究を行な
うほか、保健・福祉・医療・社会教育・人
権等様々な分野で活動している個人や団体
とのネットワーク化を図ることにより、高
齢者が安心して暮らせる環境及び地域社会
の実現に寄与することを目的とする。

地 方 労 働 委 員 会 ０ ０
収 用 委 員 会 １ ０
海区漁業調整委員会 ０ ０
内水面漁場管理委員会 ０ ０

��������������

愛 媛 県 報平成１５年５月９日 第１４５５号

５６８



２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

� 口頭による開示請求

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の削除請求の状況

実績なし

５ 個人情報の取扱いの是正の申出の状況

実績なし

６ 個人情報の取扱いの是正の再申出の状況

実績なし

７ 不服申立ての状況

実績なし

�公 告

愛媛県立歯科技術専門学校入学試験の実施について

愛媛県立歯科技術専門学校運営規則（昭和４６年愛媛県規則第１３号）第９条第１項の規定による平成１６年度愛媛県立歯科技術

専門学校入学試験を次のとおり実施する。

平成１５年５月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の期日及び場所並びに募集人員等

２ 提出書類等

� 次の書類等を提出すること。

ア 入学願書（出願前３箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で、縦５センチメートル横４センチメートルの写真

をはること。）

イ 健康診断書

ウ 入学資格を証明する書類（卒業証明書、卒業見込証明書等）

エ 最終出身校の成績証明書

（単位：件）
実 施 機 関 平成１４年度末件数
総 務 部 ５８
企 画 情 報 部 ３９

知 県 民 環 境 部 １３２
保 健 福 祉 部 ４６５
経 済 労 働 部 ７６
農 林 水 産 部 ２０５

事 土 木 部 １２６
出 納 事 務 局 ９
小 計 １，１１０

議 会 １１
公 営 企 業 管 理 者 １６
教 育 委 員 会 １７６
選 挙 管 理 委 員 会 １９
人 事 委 員 会 ４
監 査 委 員 ５
地 方 労 働 委 員 会 ４
収 用 委 員 会 １１
海区漁業調整委員会 ２
内水面漁場管理委員会 １

合 計 １，３５９

（単位：件）

実施機関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示 処 理 中

知 事
７
（０）

２
（０）

５
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

公営企業
管理者

２３
（０）

２０
（０）

３
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

教育委員
会

４
（０）

４
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数
知 事 １９７
教育委員会 ４，１６８
人事委員会 １９５
合 計 ４，５６０

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情報
について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場合は
、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

合 計
３４
（０）

２６
（０）

８
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

注１ 他の実施機関については、実績なし。
２ （ ）内は、前年度末に処理中であったものの件数であり、いずれも
外数である。

科 別 期 日 場 所 修業年限 募集人員 受 験 資 格 卒業後の資格

歯科衛生
士科

 一般入学試験
平成１６年
２月１４日（土）

� 推薦入学試験
平成１５年
１０月１８日（土）

伊予郡砥部町高
尾田５４３番地
愛媛県立歯科技
術専門学校

２年

４０人（う
ち、推薦
入学試験
による募
集人員は
、２０人程
度）

高等学校卒業者（平成１６年３月
卒業見込みの者を含む。）又はこ
れと同等以上の学力があると認め
られた者。ただし、推薦入学試験
を受ける場合にあっては、愛媛県
内の高等学校を同月卒業見込みの
者で、在学高等学校の校長の推薦
を受けたものに限る。

歯科衛生士試
験の受験資格が
得られる。

歯科技工
士科

 一般入学試験
平成１６年
２月１４日（土）

� 推薦入学試験
平成１５年
１０月１８日（土）

同 上 ２年

２０人（う
ち、推薦
入学試験
による募
集人員は
、１０人程
度）

同 上
歯科技工士試
験の受験資格が
得られる。

��������������
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オ 推薦入学試験を受ける場合にあっては、在学高等学校の校長の推薦書

� 入学願書及び健康診断書の用紙は、愛媛県立歯科技術専門学校へ請求すること（郵送を希望する場合は、２００円分の郵

便切手をはった角形２号（３３．２センチメートル×２４．０センチメートル）の返信用封筒を同封のこと。）。


 入学願書の受付期間及び提出先

ア 受付期間

� 一般入学試験

平成１６年１月９日（金）から２６日（月）まで

� 推薦入学試験

平成１５年１０月２日（木）から９日（木）まで

� 郵送による場合は、一般入学試験及び推薦入学試験とも当該受付期間の締切日までの消印のあるものは、受け付け

る。

イ 提出先

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

（郵便番号 ７９１―２１０１）

愛媛県立歯科技術専門学校

３ 合格発表

� 一般入学試験

平成１６年２月２７日（金）午前９時に愛媛県立歯科技術専門学校において合格者の受験番号を掲示するとともに、本人あ

て通知する。

� 推薦入学試験

平成１５年１０月３１日（金）に在学高等学校の校長を通じて、合否を本人あて通知する。

４ その他

入学試験に関する詳細は、愛媛県立歯科技術専門学校に照会すること。

�愛媛県人事委員会公告第３号
平成１５年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験公告

平成１５年５月９日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�

電話（０８９）９１２－２８２６

平成１５年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

平成１５年５月１２日（月）から５月３０日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

人事委員会公告

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 ２４人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事しま

す。

学 校 事 務 ９人程度 県立学校又は市町村立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 ２人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

土 木 ９人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、港湾、都市

計画等に関する計画、設計、施工管理等の業務に従事します。

農 業 土 木 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、土地改良、農業基盤整備等に関する計画、設計、施工管

理等の業務に従事します。

農 業 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、農業の振興、農業生産技術・農業経営・農村生活に関す

る普及指導、農業に関する試験研究等の業務に従事します。
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３ 受験資格

� 昭和４９年４月２日から昭和５７年４月１日までに生まれた者（昭和５７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という

。）を卒業した者及び平成１６年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者を含む。）

� 日本の国籍を有する者


 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 農業、薬剤師及び心理判定員については、次に該当する者

４ 試験の方法

� 第１次試験

ア 教養試験

公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

イ 専門試験

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、大学卒業程度の筆記試験（択一式）を行います。

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

� 第２次試験

第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

ア 口述試験

イ 集団討論

ウ 作文試験

エ 適性検査

オ 身体検査

５ 試験の日時、場所及び合格発表

林 業 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、林業の振興、森林整備の推進、治山林道事業、森林・林

業に関する試験研究等の業務に従事します。

畜 産 ２人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、畜産物の生産流通、家畜の改良増殖、畜産に関する試験

研究等の業務に従事します。

水 産 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、水産業の振興、水産技術の普及指導、水産に関する試験

研究等の業務に従事します。

電 気 ・ 電 子 １人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、発電施設等の県有施設の

設計・施工・維持管理、情報通信等に関する試験研究等の業務に従事します。

化 学 ３人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、公害防止、原子力安全対策、工業技術・環境に関する試

験研究等の業務に従事します。

機 械 １人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、機械工作技術の開発、機械装置の設計、精密測定技術等

に関する試験研究等の業務に従事します。

鑑 識（法医） １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、法医学に関する鑑識業務に従事します。

薬 剤 師 ４人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事に関する指導、医薬

品の調剤・製剤、衛生・環境に関する試験研究等の業務に従事します。

心 理 判 定 員 ２人程度
知事の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、児童、保護者等に対するカウンセリング、心理療法等の

業務に従事します。

試 験 区 分 受 験 資 格

農 業 改良普及員の資格を有する者又は平成１６年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

薬 剤 師 薬剤師の免許を有する者又は平成１６年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

心 理 判 定 員
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者（平成１６年３月末日までに卒業する見込みの者を含む。）又はこれに準ずる資格を有すると人事委員会が認める者

区 分 日 時 試 験 区 分 場 所 合 格 発 表

行 政 事 務 松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）学 校 事 務
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６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１６年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。


 農業、薬剤師及び心理判定員については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

８ 受験手続

第 １ 次 試 験

平成１５年６月２２日

（日曜日）

午前９時から

午後３時まで
�
�
�
�

午前 教養試験��
�
�午後 専門試験

警 察 事 務

平成１５年７月中旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。

土 木

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

農 業 土 木

農 業

林 業

畜 産

水 産

電 気 ・ 電 子

化 学

機 械

鑑 識（法医）

薬 剤 師

心 理 判 定 員

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１５年８月下旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務、学校事務、警察事務、土木、農業土木、農業、
林業、畜産、水産、電気・電子、化学、機械、心理判定員

行政職給料表２級２号給 １７１，５００円

鑑識（法医） 研究職給料表１級８号給 １７６，１００円

薬剤師 医療職給料表�２級２号給 １７７，４００円

申込用紙の請求

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務福祉部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東京
事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪市西
区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「上級請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）をはった、あて先

明記の返信用封筒を同封してください。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「上級申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手
をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が６月１６日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
なお、郵便による場合は、あて先を明記して、所要の切手をはった返信用封筒を同封するか、又は往復はがきで問い合

わせてください。

愛 媛 県 報平成１５年５月９日 第１４５５号

５７２



９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により開示を請

求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成１５年４月１日以後、政治活動

（選挙活動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告

示する。

平成１５年５月９日

愛媛県選挙管理委員会

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第 １ 次 試 験 第１次試験不合格者 総合得点及び総合順位 合格発表の日から１月間 愛媛県人事委員会事務局

第 ２ 次 試 験 第２次試験受験者 合格発表の日から１月間

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、経営学、社会政策、国際関係

土 木 数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工

農 業 土 木
数学、応用力学、水理学、測量、土壌物理、農業水利、土地改良、農地造成、農業造構、材料・施工、農業機械、農学一
般

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般

林 業 林業政策、林業経営学、造林学、林業工学、林産一般、砂防工学

畜 産 家畜育種学、家畜繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、家畜管理学、畜産物利用学、畜産経営一般

水 産
水産学通論、漁政、水産生物学、水産海洋学、水産物理学、水産化学、水産資源学、水産増殖学、漁業学、水産利用学、
水産経済

電 気 ・ 電 子 数学、物理、電磁気学、電気回路、電気計測・制御、電気材料、電子工学、電力工学、通信工学

化 学 数学、物理、物理化学、分析化学、無機化学、無機工業化学、有機化学、有機工業化学、化学工学

機 械 数学、物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学、機械設計、機械材料、機械工作

鑑 識（法医） 数学、物理、物理化学、無機化学、有機化学、生化学、微生物学、生理学、遺伝学、生物学、血液学

薬 剤 師 物理化学、分析化学、無機化学、有機化学、生化学、薬剤学、衛生化学、生薬学、薬理学

心 理 判 定 員 一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、教育心理学、応用心理学、社会調査、統計学
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３９号
平成１５年５月２５日任期満了に伴う石手川北部土地改良区総

代選挙について、その事務を管理する選挙管理委員会を次の

とおり指定する。

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

松山市選挙管理委員会

�公営企業任免辞令
４月３０日

愛媛県技術吏員 井 上 小百合

願により本職を免ずる

５月１日

廣 � 英 軌

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる

藤 本 美代子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）１級を命ずる

技師を命ずる

県立伊予三島病院勤務を命ずる

（県立中央病院） 山 本 佳 世

（同 ） 石 丸 智 景

（同 ） 城 英 里

委員長 藤 山 薫

�愛媛県公営企業告示第３号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年５月９日

愛媛県立中央病院長 藤 井 靖 久

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

金谷一後援会 金 谷 一 加 藤 熊 雄 北宇和郡松野町松丸２７４

近藤栄一後援会 近 藤 恵 清 水 文 和 今治市宅間甲１９５０

市民に幸せをおくる会 熊 本 晃 一 矢 野 真一郎 松山市空港通３－２－１５

二宮敬典後援会 二 宮 辰 男 二 宮 千 香 南宇和郡城辺町久良２７１８

原月美後援会 原 月 美 原 清 子 新居浜市宮原町５－４１

松谷照男後援会 桝 田 憲 蔵 村 上 定 男 松山市三津３－９－１４

緑の大地 久保田 博 彦 山 崎 哲 男 宇和島市栄町港１－５－４

皆さんと共に町政を進める会 水 谷 幸 夫 細 川 久 平 北宇和郡津島町北灘丁１０９４

むつみ会 増 田 恵 木 下 縫 伊予市下吾川９４４－３

公営企業告示

落札又は随意契約に
係る物品等又は特定
役務の名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者又は随意契
約の相手方を決定
した日

落札者又は随意契約
の相手方の氏名及び
住所

落札金額又は
随意契約に係
る契約金額

契約の相手方
を決定した手
続

入 札 公 告 日 随意契約にした理由

重油（ＪＩＳ Ｋ２２
０５ １種２号）
約７００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１５年３月２８日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町
二丁目９番１２号

３５．１７５円 随意契約 平成１５年２月１４日
地方自治法施行令（昭和
２２年政令第１６号）第１６７
条の２第１項第６号の規
定による。

愛媛県立中央病院清
掃業務 一式

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１５年３月２８日
株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町
一丁目１１番地３

５１，６６０，０００円 一般競争入札 平成１５年２月１４日

愛媛県立中央病院感
染性廃棄物処理業務
約３，４００，０００リッ

トル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１５年３月２８日

株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町
一丁目１１番地３
松山容器株式会社
愛媛県松山市南吉田
町２１４５番地１

１７．８５円 一般競争入札 平成１５年２月１４日

任 免 辞 令
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（同 ） 二 宮 裕

（同 ） 杉 野 瑠 衣

（県立今治病院） � 倉 里 美

（同 ） 久 良 真 弓

（同 ） 門 脇 喬 子

（同 ） 細 川 めぐみ

（同 ） 中 山 佳 奈

（県立伊予三島病院） 羽 藤 美 和

（同 ） 白 川 薫

（同 ） 西 山 姉 文

（同 ） 高 橋 舞

（県立南宇和病院） 福 岡 涼 子

（同 ） 竹 久 令 子

（同 ） 小 林 由 季

（同 ） 岡 田 聖 子

（同 ） 島 原 美 咲

（同 ） 江 良 和 美

（同 ） 中 島 千 恵

（県立北宇和病院） 山 本 恵 子

（県立新居浜病院） 白 石 聡 子

（同 ） 池 田 智 香

（同 ） 神 野 美 香

（同 ） 玉 利 未 来

（同 ） 大 澤 亜 紀

（同 ） 篠 森 由 美

（同 ） 渡 邊 翔 子

（同 ） 糸田川 恵 里

（同 ） 矢 原 あすか

（同 ） 藤 田 理 恵

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

�公示による通知
住所不明（ただし、土地登記簿上の住所 愛媛県北宇和郡

松野町大字延野々１番戸） 中 山 忠 吾

住所不明 平 岡 長 治

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 行 定 栄

住所不明 桝 森 仙太郎

住所不明 先 来 安太郎

住所不明 田 岡 林三郎

住所不明 竹 森 弥三治

住所不明 行 川 長 吾

住所不明 竹 内 大 藏

住所不明 竹 内 庄 八

住所不明 越 知 石太郎

住所不明 � 橋 谷五郎

住所不明 宇 治 由太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 力 石 遠 治

住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 竹 内 與太郎

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 桝 田 萬 治

住所不明 金 谷 夘三郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 井 上 直治郎

住所不明 岡 村 民 八

住所不明 松 森 與太郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 松 見 仙太郎

住所不明 松 見 定次郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 兼次郎

住所不明 森 田 多四郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 市 森 紋太郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 古 沢 留次郎

住所不明 桝 田 友次郎

住所不明 渡 邉 作太郎

住所不明 渡 邉 信太郎

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 三 川 久太郎

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 鶴 本 熊 治

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 大 田 治 吉

住所不明 大 田 源太郎

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 毛 利 百太郎

住所不明 有 馬 安太郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定

に基づき上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、

当収用委員会事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において

保管してあるので、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令

第５条第５項の規定により、平成１５年５月２７日を経過した時

にその書類の送達があったものとみなされます。

雑 報
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平成１５年５月９日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成１５年４月１０日付け１５媛収第６号審理の開催について

（審理開催の通知）

平成１５年５月９日 印刷
平成１５年５月９日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５７６
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